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第１３１回あわら市議会臨時会議事日程 

 

 

令和８年４月７日（火） 

午前９時３０分開議 

 

１ 開会の宣告 

１ 市長招集あいさつ 

１ 開議の宣告 

１ 諸般の報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 報告第 １号 令和７年度あわら市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

日程第 ４ 報告第 ２号 令和７年度あわら市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて 

            （あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ６ 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 

             （あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）  

日程第 ７ 議案第４４号 工事請負契約の締結について 

              (令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（建築）) 

日程第 ８ 議案第４５号 工事請負契約の締結について 

             (令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（電気）) 

日程第 ９ 議案第４６号 工事請負契約の締結について 

              (令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（機械）)  

１ 閉議の宣告 

１ 市長閉会あいさつ 

１ 閉会の宣告 
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出席議員（１６名） 

   １番 中 嶋 瑞 希     ２番 関 山 耕 人 

   ３番 中垣内 えり香     ４番 野 沢 裕 希 

   ５番 家 上 雅 之     ６番 南   良 一 

   ７番 見 澤 勇 三     ８番 三 上 寛 了 

   ９番 青 柳 篤 始    １０番 島 田 俊 哉 

  １１番 北 浦 博 憲    １２番 堀 田 あけみ 

  １３番 室 谷 陽一郎    １４番 笹 原 幸 信 

  １５番 北 島   登 (遅参) １６番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

市    長  森   之 嗣    副  市  長  前 川 嘉 宏  

教  育  長  甲 斐 和 浩    総 務 部 長   渡 邉 清 宏  

 総務部理事    浅 田 政 幸       創造戦略部長   山 本 紹 央 

市民生活部長  江 川 嘉 康       健康福祉部長  中 道 佐和子 

 経済産業部長  中 辻 雅 浩    土 木 部 長  大 味 雅 彦 

 土木部理事  山 本   学      教 育 部 長  山 下 綱 章 

 教 育 理 事  堀 江 紀 幸    会計管理者  早 見 孝 枝 

監査委員事務局長   常 廣 由 美    芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一  

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  東   俊 行    事務局長補佐  下 村 純 子 

 主    査  阪 本 徳 哉 
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   ◎開会の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） ただ今から、第１３１回あわら市議会臨時会を開会いたしま

す。 

（午前９時３０分） 

   ◎市長招集挨拶 

○議長（室谷陽一郎君） 開会にあたり、市長より招集挨拶の申し出がありますので、

これを許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君）  本日ここに第１３１回あわら市議会臨時会が開会されるにあ

たり、一言ご挨拶を申し上げます。本日は臨時会を招集いたしましたところ、何か

とご多忙中にも関わらず、ご参集をいただき厚く御礼を申し上げます。 

まず、３月２２日未明に発生しました火災について申し上げます。あわら市二面

の製材所から出火し、隣接する住宅店舗へと延焼し、計７棟が全焼するという大規

模な被害となりました。深夜の火災でありながら、人的被害がなかったことは不幸

中の幸いでありました。 

被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。また、現場対応に当た

られた消防、消防団警察、電力関係者地域の皆様、そして議員各位のご尽力に深く

感謝申し上げます。本市といたしましては、罹災証明の発行や生活再建に向けた各

種手続きのご案内など被災者支援に全庁一丸で取り組んでまいります。 

さて、本臨時会に提出いたします議案は、繰越計算書の報告に関するもの２件の

他、工事請負系請負契約の締結に関するものなど５議案となっています。各議案の

内容につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何とぞ慎重なご審議をいた

だき、妥当なるご決議を賜りますようお願いを申し上げまして、招集のご挨拶とい

たします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

   ◎開議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の出席議員数は、１５名であります。北島登君から遅刻

の届出が出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君）本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

    ◎諸般の報告 

○議長（室谷陽一郎君） 諸般の報告を行います。 

(「議長」と呼ぶ者あり) 

○議長（室谷陽一郎君） 事務局長。 

○事務局長（東 俊行君） 諸般の報告を申し上げます。 

   本臨時会の付議事件は、報告２件、議案５件であります。 

   本臨時会の説明出席者は、市長以下１６名であります。以上でございます。 
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    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（室谷陽一郎君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、北浦博憲君、

１２番、堀田あけみ君の両名を指名します。 

                                        

    ◎会期の決定 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

   本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと存じますが、これにご異議あり

ませんか。         

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本臨時会の会期は本日１日限りとすることに決定しました。 

                                        

    ◎議案第１号から議案第２号の報告 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第３、報告第１号、令和７年度あわら市水道事業会計予

算繰越計算書の報告について、日程第４、報告第２号、令和７年度あわら市公共下

水道事業会計予算繰越計算書の報告について、以上の報告２件を一括議題とします。 

○議長（室谷陽一郎君） 報告に対する提案理由の説明を求めます。 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君）  ただいま上程されました、報告第１号、令和７年度あわら市

水道事業会計予算繰越計算書の報告について及び、報告第２号、令和７年度あわら

市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、ご説明申し上げます。 

報告第１号につきましては、水道事業会計において、収益的支出の営業費用で、

水道事業包括委託事業１,０８９万円、ウォーターＰＰＰ導入可能性調査事業２,０

００万円、資本的支出の建設改良費で上下水道耐震化計画に基づく配水管更新事業

１,２３３万円の合計３事業で、合計４,３２２万円を令和８年度への繰越額として

決定したものであります。報告第２号につきましては、公共下水道事業会計におい

て、収益的支出の営業費用で、ウォーターＰＰＰ導入可能性調査事業２,０００万

円、資本的支出の建設改良費で、下水道ストックマネジメント委託事業８,４００

万円、下水道事業包括委託事業４００万円、汚水管渠布設工事事業関連で計２,９

７８万円１千円、流域下水道整備事業５,４２８万５千円の合計６事業で、合計1億

９,２０６万６千円を令和８年度への繰越額として決定したものであります。 

以上、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、ご報告いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 報告第１号、報告第２号については、これをもって終結いた

します。 

                                        

    ◎議案第４２号から議案第４３号の一括上程・総括質疑・討論・採決 
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○議長（室谷陽一郎君） 日程第５、議案第４２号、専決処分の承認を求めることにつ

いて（あわら市税条例等の一部を改正する条例の制定について）、日程第６、議

案第４３号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について） 

以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

(「議長」と呼ぶ者あり) 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました、議案第４２号及び、議案第４３号の

専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し上げます。議案第４２号

につきましては、あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について、３月３

１日付けで専決処分を行ったものであります。 

主な改正内容といたしましては、地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税に

ついて、環境性能割を廃止するほか、固定資産税について、家屋及び償却資産の

免税点の見直しを行うものです。 

議案第４３号につきましては、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について、３月３１日付けで専決処分を行ったものであります。 

主な改正内容といたしましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康

保険税額の算定に用いる基礎課税額について、限度額の上限を引き上げるととも

に、子ども・子育て支援納付金分を新設するほか、低所得者に係る軽減措置の所

得判定基準を改正するなど、所要の改正を行ったものです。 

以上、２議案につきまして、よろしくご審議をいただきご承認を賜りますよう

お願い申し上げます。 

(北島登君 遅参) 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第４２号、議案第４３号に

つきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直

ちに採決したいと存じますがご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて（あわ

ら市税条例の一部を改正する条例の制定について）、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 
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○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第４２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、賛成または反対のボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

したがって、議案第４２号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて（あわ

ら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）、討論はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第４３号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに、賛成または反対のボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

したがって、議案第４３号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

◎議案第４４号から議案第４６号の一括上程・総括質疑・討論・採決 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第７、議案第４４号、工事請負契約の締結について（令

和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（建築））、日程第８、議

案第４５号、工事請負契約の締結について（令和７年度あわら市子どもの遊び場整

備及び大規模改修工事（電気））、日程第９、議案第４６号、工事請負契約の締結に

ついて（令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（機械））以

上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

(「議長」と呼ぶ者あり) 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました、議案第４４号から議案第４６号まで

の工事請負契約の締結についての３議案について、提案理由を申し上げます。 

議案第４４号につきましては、令和７年度 あわら市子どもの遊び場整備及び大

規模改修工事(建築)について、３月５日に条件付き一般競争入札を執行いたしまし
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た。その結果、竹野建設株式会社、第一建設株式会社、令和７年度あわら市子ども

の遊び場整備及び大規模改修工事（建築) 特定建設工事共同企業体が落札し、同社

と３月１２日に仮契約を締結したところであります。 

議案第４５号につきましては、令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規

模改修工事(電気)について、３月５日に条件付き一般競争入札を執行いたしまし 

た。その結果、上野電機株式会社、金津電設株式会社、令和７年度あわら市子ども

の遊び場整備及び大規模改修工事（電気）特定建設工事共同企業体」が落札し、同

社と３月１２日に仮契約を締結したところであります。 

議案第４６号につきましては、令和７年度あわら市子どもの遊び場整備及び大規

模改修工事(機械)について、３月５日に条件付き一般競争入札を執行いたしました。

その結果、株式会社三和商会あわら支店、有限会社後藤設備工業所、令和７年度 

あわら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（機械）特定建設工事共同企業体

が落札し、同社と３月１２日に仮契約を締結したところであります。 

つきましては、それぞれの落札事業者と本契約を締結いたしたく、地方自治法第

９６条第１項第５号及び、あわら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田 俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） 議長の許可を得ましたので１０番島田総括質疑をさせていた

だきたいと思います。ただいま上程されました議案第４４号から第４６号の３つの

議案について伺います。 

この３つの議案の総額は約８億６千万円に迫る大規模事業であり、先の市長選に

おいても市民の議論を呼んだ経緯があります。 

今回は委員会付託を省略するということでございますので、この本会議が唯一、

質疑ができる最終審議の場となることから、この３つの事業が確実に市内経済の活

性化に結びつき、かつ地元の施工業者を支えるものでなければならないと考え、地

域経済への影響の観点に絞り、２つの事項について確認させていただきます。 

まず一つ目でございますが、この事業の財源の趣旨に沿った地元事業者の参画と

地域経済への波及についてということで、本事業には国からの地域未来交付金と、

過疎対策事業債という地方債（借金）が充当されており、これらは地域経済の活性

化を目的とした財源であります。 

したがって、この事業は単なる施設整備にとどまらず、市内業者の参画が形式的

なものにとどまるのではなく、実質的な受注機会の確保につながることが重要では

ないかというふうに考えます。 
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今回の３つの事業は、いずれも特定建設工事共同企業体（ＪＶ）との契約であり、

あわら市内や市外の事業者が構成員として参画しているものと承知を致しておりま

す。 

そのうえで、ＪＶに加わっている市内事業者の形式的な参画にとどまらず、実質

的な受注機会の確保や技術力の向上、さらには地域に公金、公のお金が循環するこ

とが重要であるというふうに考えます。 

市として、この大規模プロジェクトにおいて、市内業者の施工分担の確保や技術

継承、さらには下請契約や資材調達における地元事業者の優先的な活用について、

どのような配慮や働きかけを行っているのか、伺いたいというふうに思います。 

次に２つ目といたしまして、物価高騰下における地元業者の施工環境の確保につ

いてということで、現在、建設業界を取り巻く環境は、円安や国際情勢に起因する

資材価格の高騰や人件費上昇と人手不足のいわゆる三重苦により、極めて厳しい、

非常に厳しい状況にあります。 

契約後、さらに資材価格等が高騰した場合に、受注した市内事業者が過度な負担

を強いられ、経営を圧迫されるような事態が生じては、結果として工事の品質や安

定的な事業の遂行にも影響を及ぼしかねません。 

市として、物価スライド条項の適切な運用を決め、受注業者が安心して施工に専

念できる環境を確保するため、どのような具体的な備えを講じているのか、また契

約締結時点において、その対応方針が明確になっているのか以上の２点、併せてお

伺いをいたします。 

(「議長」と呼ぶ者あり) 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） １点目のご質問についてお答えします。 

本事業は大規模な改修工事であることから、確実な施工体制の確保を前提に、特

定建設工事共同企業体による契約としております。 

そのうえで、３つの工事とも入札参加資格に地域要件を設け、共同企業体の代表

構成員および構成員に市内業者を求めることにより、市内事業者が実質的に事業へ

参画できる枠組みとしております。 

また、工事の実施にあたっては、受注者に対して施工体制台帳や施工体系図の提

出を求め、下請契約の状況や工事の分担体制を把握・確認しながら、市内事業者が

名義だけの参画とならないよう、適正な施工体制のもとで事業が進むよう監督して

まいります。 

さらに、下請契約や資材調達に当たっては、公平・公正な契約の原則を前提とし

つつ、可能な範囲で地元事業者の活用に配慮するよう受注者へ要請し、地域経済へ

の波及が実効的なものとなるよう働きかけてまいります。 

   次に、２点目の質問についてお答えします。 

近年、資材価格や労務費の変動が大きい状況を踏まえ、本市の工事請負契約約款

に定める賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更、いわゆるスライド条項等
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に基づき、資材価格や人件費が著しく高騰するなど必要が生じた場合には、受注者

と適切に協議し、必要な対応を行ってまいります。 

また、受注者が安心して施工に専念できるよう、前払金、中間前払金、部分払な

ど、契約約款に基づく支払制度も適切に運用し、資金繰り面からも円滑な工事実施

を支援してまいります。 

これらの対応を通じて、工事の品質を確保するとともに、安定した事業執行に努

めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田 俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） 森市長答弁ありがとうございました。最後にこれは質疑でご

ざいますので、私の意見表明でなく、質疑のまとめとして一言申し上げたいと存じ

ます。市として地元事業者への配慮や働きかけについて、理解いたしました。 

本事業の趣旨に照らし、地域経済への実質的な波及と受注事業者の施工環境の確

保が図られるよう適切な運用がされることを期待し、確認として申し上げておきま

す。結びにこの質疑を通じて子供の遊び場というあわら市の次の世代のための事業

が建設の段階から市内事業者の皆様にとっても希望となり、地域を豊かにする素晴

らしいプロジェクトになることを心から応援しております。 

以上で、私の総括質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（室谷陽一郎君） ほかに総括質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） これをもって質疑を終結いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第４４号から議案第４６号

につきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、

直ちに採決したいと存じますがご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第４４号、工事請負契約の締結について、令和７年度あ

わら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（建築）について、討論はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第４４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、賛成または反対のボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

したがって、議案第４４号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第４５号、工事請負契約の締結について、令和７年度あ

わら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（電気）について、討論はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第４５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、賛成または反対のボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

したがって、議案第４５号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第４６号、工事請負契約の締結について、令和７年度あ

わら市子どもの遊び場整備及び大規模改修工事（機械）について、討論はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第４６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、賛成または反対のボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（室谷陽一郎君） 閉会にあたり、市長より発言の申出がありますので、これを
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許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

本臨時会では、提案をいたしました議案について、妥当なるご決議を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

春の爽やかな季節を迎え、新たな一歩を踏み出すにふさわしい時期となっており

ます。あわら市のさらなる発展のため、今後も様々な施策に職員とともに全力で取

り組んでまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

議員各位におかれましては、何かとお忙しい折ではありますが、皆様のご健勝と

ご多幸、そして引き続きのご活躍を心よりお祈り申し上げ、閉会のご挨拶といたし

ます。本日は、誠にありがとうございました。                                        

◎閉会の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） 以上をもちまして、第１３１回あわら市議会臨時会を閉会い

たします。 

（午前１０時３分） 
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